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令和元年度国立研究開発法人日本原子力研究開発機構調達等合理化計画

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」 (平成 27年 5 月 25 日総務大臣決定) に

基づき、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、 事務 ・事業の特性を踏まえ、 P D C Aサイクルに

より、公正性・透明性を確保しつつ、 自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和元年度国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構調達等合理化計画を以下のとおり定める。

l. 調達の現状と要因の分析

(1)日本原子力研究開発機構における平成 30 年度の契約状況は、表lのようになっており、契約件数

は 4, 731 件、契約金額はl, l59 億円である。このうち、競争性のある契約は4, 305 件 (9l.0%)、825

億円(7 l . 2% )、 競争性のない随意契約は426 件 (9.0%)、334億円(28 . 8 % )となっている。

平成 29 年度と比較して、 競争性のない随意契約の割合が件数・金額ともに增加している (件数は、

l.0ポイント増、金額はl2. 8ボイント増)。件数割合(1.0ポイント)については、主に研究開発に係

る設備機器の特殊性・ 互換性の確保、 特殊な資機材の買い入れ及び借り入れ等の研究開発の特殊性を

理由とした特命クライテリアの適用案件が増加したことによる (平成 29 年度76 件, l.8%==;,平成 30 年

度 132 件, 2.8%)。

金額割合(l2.8ポイント增) については、ふげん使用済燃料の処理に係る新規複数年契約が増加要

因である。

表 1 平成 30 年度の日本原子力研究開発機構の調達全体像 (単位 : 件、 億円)

平成 29 年度 平成 30 年度 比較增△減
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(注1) 計数は、 それぞれ四捨五入しているため、 合計において一致しない場合がある。

(注 2) 比較增△減の( ) 書 き は 、 平 成 30 年度の対 2lll年度伸率である。



(2) 日本原子力研究開発機構における平成 30 年度の一者応札・応募の状況は、 表 2のようになってお

り、 1 者以下の契約件数は 2, 404 件 (68.4%)、契約金額 404 億 円 (6l. 9 % ) で あ る。

平成 29 年度と比較して、 一者応札・応募の件数割合が增加(3.4ポイント增) した要因は、応札し

なかった企業へのアンケー ト調査の結果、 既設の設備点検・保守において互換性の観点から製造メー

カ等以外による応札が難しいことや、 過去の実績から利幅が少額であると見込んでいることなど、 経

費削減の観点から応札を控える傾向にあることなどがあげられる。

一般競争入札における応札者の拡大に向け、 更なる競争性の確保を目的として、 公告期間の十分な

確保、分かりやすい仕様書の作成、仕様書 ・入札条件等の点検、電子入札の活用、応札者実績リ ス ト

の作成、年間発注計画の作成及び機構ホームページ掲載、入札不参加企業へのアンケー ト調査、人件

費、 物件費データベースの更なる充実等の取組を継続的に実施していくことが重要である。

表 2 平成 30 年度の日本原子力研究開発機構の一者応札・応募状況 (単位 : 件、 億円)

平成 29 年度 平成 30年度 比較増△減

2者以上
件数 l, 154 (35.0%) 1, 113 (31.6%) ▲4l (▲3.6%)

金額 317 (38.6%) 249 (38. 1 % ) ▲68 (▲2l.5%)

1者以下
件数 2, l47 (65. 0 % ) 2, 404 (68.4%) 257(12.0%)

金額 504 (6l .4%) 404 (61.9%) ▲l00 (▲19.8%)
. 1 、  、 ・ - ・

' 合, ,:; 計 、 、 ・,、1 、

、':・ 件数 1・'、 1 、 一一 ' : 、、3130l ' 000%)・ 1・. 、'一 、: : 、.3; ・ 517 11 (100%)、. : . 、 1 、2i6 1 (6.'5%)

、 、 、金額 1 1 、..1 :・ 、 S2 l1(l00% ) 、'
、 、 1 、 652 、.・ el00%) :、、 : '1 、 、◆、169 、 (、◆20.、 6 % ) 、 1

( 注 l )

(注2)

(注3)

計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

合計;開は、 競争契約(一般競争、 指名競争、企画競争又は公器)を行つた計数である。

比較増△減の( )秘きは、平成30年度の対29 年度伸率である。

2. 重点的に取り組む分野

上記 1. の分析を踏まえ、 重点的に取り組む分野及び取組内容は、 以下のとおりとする。

( l )  適正な調達手続の確保

一般競争入札における応札者を拡大し、 更なる競争性の確保等を図ることとし、 次の取組を継続実

施する。ｻ

公告期間の十分な確保(最低価格落札方式は、原則 20日以上)ｻ

業務請負等の受注者準備期間の十分な確保ｻ

応札者に分かりやすい仕様書の作成・仕様書及び発注単位 の点検ｻ

入札条件等の点検ｻ

電子入札の活用の促進 (業者事情により実施できない場合は除く 。)ｻ

業界団体等への入札情報の提供ｻ

予定価格設定方法の検証ｻ

応札者実績リ ストの作成

',,' 年間発注計画の作成及びホームページ掲i成
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):> 一者応札案件に対し、 応札しなかった企業へのアンケー ト

:''> 一者連続受注案件に対する、 コスト分析等に資する履行実績調査の実施ｻ

人件費及び物件費データベースの更なる充実

:i,,・ 関係法人との契約の適正化

さらに、 一般競争入札における実質的な競争性が確保されているか否かについて検証するため、落

札率が100%等、 高落札率となっている契約案件についての原因の分析 ・ 検討を行うことにより、更

なる契約の適正化を図る。

また、 複数年に渡り一者応札が継続 している契約案件についての分析 ・ 評価を行い、 研究開発業務

の特殊性を考慮した随意契約も含めた合理的な契約手続を実施する。

【評価指標 : 応札者拡大のための新たな取組、 研究開発業務の特殊性を考慮した合理的な契約手続へ
の移行】

(2)調達及び契約方法の多様化

環境負荷の少ない物品等の調達を実施するとともに更なる契約事務の効率化及び経費節減を図る

ため、 現場利便性向上を考慮した調達及び契約方法の多様化に取り組むとともに、 単価契約を含む一
括調達の取組を継続実施する。

【評価指標: 単価契約を含む一括調達の対象範囲拡大】

(3) 職員等のスキルアッブ

契約業務に係る初任者向けの契約初任者研修及び実務者向けの契約実務者研修を開催することで、

契約事務の基礎知識、 応用力等を習得させることにより契約部門の生産性の向上に努める。 さらに、

契約監視委員会等からの指摘事項をアーカイブ化し、 契約担当者のスキルアッブ等に活用する。

【評価指標 : 研修・スキルアップ活動 :実施回数l 回以上/年】

3 .  調達に関するガバナンスの徹底

( l )  随意契約に関する内部統制の徹底

随意契約を締結することとなる案件について、法人内に設置されている契約審査委員会により、 「随

意契約によることができる事由」 (会計規程)との整合性や、 より競争性のある調達手続の実施の可否

の観点から、 全て少額随意契約基準額超の案件について事前点検を実施する。

【評価指標 : 契約審査委員会による点検件数 :少額随意契約基準額超全件】

(2) 不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組

調達に係る不祥事の発生の未然防止 ・ 再発防止のため、 以下の取組を実施する。

契約に係る内部規程等の点検、 外部講習受識等により、 不祥事発生の防止に取り組む。

懸案事項の発生、 規程等の改正を実施した場合は綿密な連携強化及び共通認識を図るため契約担当

課長を対象とした会議を実施する。

契約に係る事務手続は適正に行われているか、 関係書類は適正に管理されているかなどに着限し、
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契約審査を実施する。

リ スクマネジメントを推進することにより、 契約業務に係るリスクを抽出し、 必要に応じて対策を

講じる。

各拠点の契約請求発注部署を対象に適切な契約手続き、 リスクの未然防止、 コス ト削減を目的に、

契約方式、 発注単位・仕様内容などについて発注前の事前ヒアリングを実施するとともに、 契約の適

正化に関する説明会を実施し、 契約の競争性、 透明性及び公平性の確保に努める。

全職員に対して研究不正防止及び入札談合の未然防止の観点から e ラーニング等の教育 ・ 啓蒙活動

を実施する。

(3)利書関係者等との接触に関する取組

利害関係者等と職務に関し接触する場合における留意事項等を連守し、 職務遂行の公正性を確保す

る と と も に 、  利害関係者等との接触記録を機構ホームページで公表する。

また、 機構内外からの通報の利便性及び秘匿性を向上するため、 機構外通報窓口及び離職役職員以

外からの不公正な取引行為を受けた場合の報告・通報制度を継続する。

これらの規定や外部通報窓ロ等が有効に機能しているか等について、 引き続き監視・検討していく。

4 . 自己評価の実施

調達等合理化計画の自己評価については、 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一環とし

て、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。主務大臣に

よる評価結果を踏まえ、 その後の調達等合理化計画の改定 ・ 策定等に反映させる。

5 .  推進体制

( 1)推進体制

本計画に定める各事項を着実に実施するため、 総務担当理事を総括責任者とする調達等合理化検討

会により調達等合理化に取り組む。 .

総括責任者 総務担当理事

副総括責任者総務部長、契約部長

メンバ一 戦略・国際企画室長、財務部長、契約部次長、研究連携成果展開部長

(2)契約監視委員会の活用

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、 当計画の策定及び自己評価の際の点検を

行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準(随意契約判断基準「特命クライテリア」)、2か

年度連続の一者応札 ・ 応募案件及び 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指

針」 に定められた入札及び契約の適正化などに該当する個々の契約案件の事後点検を行い、 その審議

概要を公表する。

また、 契約審査体制のチェ ックを強化する観点から、 契約監視委員会において契約審査委員会及び

契約審査部会での契約審査状況をチェ ツ クする。
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6 . その他

調達等合理化計画及び自己評価結果については、 日本原子力研究開発機構のホームページにて公表

する。

なお、 計画の進捗状況を踏まえ、 新たな取組の追加等があった場合には、 契約監視委員会の点検を

経て、 調達等合理化計画の改定を行う。
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